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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
五
号 

 
採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
第
四
十
五
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
八
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

試
験
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
月
十
四
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
十
二
時
ま
で 

二 

試
験
場
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー
中
会
議
室 

三 

受
験
手
続 

 

イ 

受
験
願
書
の
入
手
方
法 

 
 

 

埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
、
各
環
境
管
理
事
務
所
並
び
に
各
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
及 

 

 
 

び
同
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成
二
十
八
年
八
月
十
八
日
（
木
）
か
ら
配
布
す
る
。 

 

ロ 

申
込
方
法 

 
 

 

受
験
願
書
等
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
簡
易
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と
。 

 

ハ 

受
付
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
九
月
一
日
（
木
）
か
ら
九
月
十
五
日
（
木
）
ま
で
（
期
間
内
消
印
有
効
） 

四 

受
験
願
書
の
提
出
先 

 
 

郵
便
番
号
三
三
〇
―
九
三
〇
一 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

埼
玉
県 

 

環
境
部
み
ど
り
自
然
課 

 
 

五 

試
験
手
数
料 

 
 

八
千
円
に
相
当
す
る
額
の
埼
玉
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
り
付
け
て
納
付
す
る
こ
と
。 

六 

試
験
科
目 

 

イ 

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令
事
項
（
環
境
保
全
関
係
法
令
事
項
を
含
む
。
） 

 

ロ 

岩
石
の
採
掘
、
発
破
、
破
砕
選
別
、
汚
濁
水
の
処
理
、
脱
水
ケ
ー
キ
（
脱
水
処
理
に
伴
っ 

 
 

 
 

て
生
ず
る
湿
状
の
岩
石
粉
）
の
処
理
、
廃
土
及
び
廃
石
の
た
い
積
並
び
に
採
掘
終
了
時
の
措 

 
 

置
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
六
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
ー
パ
ー
マ
ル
サ
ン
吉
川
店 

 
 

 

埼
玉
県
吉
川
市
中
野
五
十
七
番
地
一 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 
 

⑴ 

倉
庫
の
立
地
条
件
が
悪
く
、
倉
庫
周
辺
の
住
宅
地
で
は
騒
音
・
交
通
等
の
問
題
が
発
生 

 
 

 

し
て
い
る
。
騒
音
に
つ
い
て
は
、
吉
川
市
環
境
保
全
条
例
に
違
反
し
て
お
り
、
開
店
以
来
、 

 
 

 

吉
川
市
の
行
政
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
。
騒
音
問
題
の
解
決
の
た
め
、
次
の
点
に
つ
い
て 

 
 

 

改
善
を
要
望
す
る
。 

 
 

 

（
理
由
） 

 
 

 

㈠ 

前
店
舗
は
千
二
百
八
十
平
方
メ
ー
ト
ル
だ
っ
た
店
舗
面
積
が
、
マ
ル
サ
ン
吉
川
店
の 

 
 

 
 

届
出
で
千
七
百
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル
と
面
積
が
増
え
ま
し
た
。
店
舗
東
側
の
隣
接
す
る 

 
 

 
 

建
物
は
、
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
届
出
当
時
の
用
途
は
、
倉
庫
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か 

 
 

 
 

ら
、
本
来
の
用
途
で
あ
る
倉
庫
に
戻
し
、
店
舗
北
側
の
倉
庫
の
機
能
を
移
せ
ば
、
開
店 

 
 

 
 

以
来
続
い
て
い
る
騒
音
問
題
解
決
に
結
び
つ
く
と
考
え
ま
す
。 

 
 

 

㈡ 

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
の
倉
庫
に
設
置
で
き
る
原
動
力
は
〇
・
七
五
キ
ロ
ワ 

 
 

 
 

ッ
ト
以
下
で
す
。
倉
庫
の
冷
凍
機
室
外
機
〇
一
～
〇
三
は
六
・
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
も
の 

 
 

 
 

を
三
台
並
べ
て
設
置
し
て
お
り
、
騒
音
・
振
動
の
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
二
十
四
時 

 
 

 
 

間
住
宅
地
に
爆
音
が
響
い
て
い
ま
す
。
ま
た
冷
凍
機
室
外
機
〇
一
～
〇
三
東
側
に
遮
音 

 
 

 
 

壁
が
で
き
ま
し
た
が
、
小
さ
く
一
面
し
か
な
い
た
め
、
逆
効
果
で
す
。
西
側
に
響
く
爆 

 
 

 
 

音
が
さ
ら
に
大
き
く
、
広
範
囲
に
響
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 
 

 

㈢ 

荷
さ
ば
き
施
設
③
に
収
ま
り
き
れ
な
い
大
き
さ
の
ト
ラ
ッ
ク
が
搬
入
し
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

向
か
い
の
月
極
駐
車
場
を
五
台
分
借
り
て
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
も
収
ま
り
き
れ
ず
、
空 

 
 

 
 

い
た
場
所
に
駐
車
、
月
極
駐
車
場
内
で
も
荷
さ
ば
き
作
業
を
し
て
い
ま
す
。
月
極
駐
車 

 
 

 
 

場
か
ら
倉
庫
ま
で
、
荷
物
積
載
の
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
が
道
路
交
通
法
違
反
し
公
道
走
行 

 
 

 
 

し
て
い
ま
す
。
荷
さ
ば
き
施
設
③
の
出
入
口
は
、
交
通
監
視
員
や
従
業
員
に
よ
る
誘
導 

 
 

 
 

等
も
な
い
た
め
危
険
で
す
。 



 
 

 

㈣ 

倉
庫
南
側
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
開
き
っ
ぱ
な
し
の
た
め
、
倉
庫
内
作
業
音
等
、
倉
庫
内 

 
 

 
 

の
音
が
住
宅
地
に
筒
抜
け
で
す
。 

 
 

 

㈤ 

店
舗
と
倉
庫
を
つ
な
ぐ
通
路
は
市
道
を
横
断
し
て
い
ま
す
。
こ
の
市
道
は
「
歩
道
」 

 
 

 
 

で
す
。
吉
川
市
の
道
路
占
用
許
可
書
も
こ
の
市
道
は
「
歩
道
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
道 

 
 

 
 

路
交
通
法
で
は
車
道
の
な
い
歩
道
は
、
台
車
（
軽
車
両
）
の
縦
断
も
横
断
も
で
き
な
い 

 
 

 
 

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
場
所
で
の
台
車
通
行
音
・
従
業
員
の
呼
び
声
・
私
語
・ 

 
 

 
 

足
音
等
が
騒
音
の
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

㈥ 

届
出
に
な
い
騒
音
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
荷
さ
ば
き
施
設
③
は
午
前
四
時
か
ら
搬
入 

 
 

 
 

ト
ラ
ッ
ク
が
到
着
し
、
荷
さ
ば
き
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
台
車
平
坦
走
行
十
一
・
台
車 

 
 

 
 

段
差
越
え
〇
三
・
シ
ャ
ッ
タ
ー
音
は
午
前
五
時
か
ら
午
後
十
一
時
の
間
に
発
生
し
て
い 

 
 

 
 

ま
す
。 

 
 

⑵ 

店
舗
施
設
を
住
宅
地
に
影
響
の
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

（
理
由
） 

 
 

 

㈠ 

新
た
に
設
置
さ
れ
た
、
店
舗
屋
根
・
店
舗
西
側
全
て
の
空
調
機
室
外
機
・
冷
凍
機
室 

 
 

 
 

外
機
の
機
器
が
騒
音
・
振
動
の
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
冷
凍
機
室
外
機
〇
四
～ 

 
 

 
 

〇
八
は
住
宅
地
に
隣
接
し
て
い
る
た
め
、
住
宅
地
に
影
響
の
な
い
よ
う
対
策
を
し
て
く 

 
 

 
 

だ
さ
い
。
特
に
静
か
な
夜
間
は
窓
を
閉
め
て
も
室
外
機
の
音
が
聞
こ
え
ま
す
。
店
舗
屋 

 
 

 
 

根
の
空
調
機
室
外
機
〇
六
～
十
一
は
北
側
の
住
宅
地
に
向
い
て
い
る
た
め
、
騒
音
や
塵 

 
 

 
 

ほ
こ
り
の
被
害
が
あ
り
ま
す
。
南
側
へ
向
け
る
か
、
防
音
壁
で
覆
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

㈡ 

店
舗
北
側
（
倉
庫
側
）
の
出
入
口
は
一
枚
扉
の
た
め
開
く
と
店
内
の
全
て
の
音
が
住 

 
 

 
 

宅
地
に
筒
抜
け
で
す
。
店
内
放
送
・
Ｂ
Ｇ
Ｍ
・
従
業
員
の
呼
び
声
・
客
の
声
・
機
器
の 

 
 

 
 

音
等
が
住
宅
地
に
響
き
ま
す
。
台
車
と
従
業
員
の
往
来
の
た
び
一
日
千
回
を
ゆ
う
に
超 

 
 

 
 

え
る
回
数
、
扉
が
開
き
ま
す
。
店
内
の
騒
音
だ
け
で
な
く
、
店
に
入
る
従
業
員
の
呼
び 

 
 

 
 

声
も
騒
音
の
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
店
内
騒
音
を
住
宅
地
に
漏
ら
さ
な
い
よ
う
に
し 

 
 

 
 

て
く
だ
さ
い
。
緩
衝
場
所
を
設
け
、
防
音
扉
を
追
加
し
二
重
扉
に
す
る
な
ど
対
策
を
し 

 
 

 
 

て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

㈢ 

調
理
臭
が
広
範
囲
に
わ
た
り
住
宅
地
に
漂
い
ま
す
。
特
に
朝
は
悪
臭
が
ひ
ど
く
、
窓 

 
 

 
 

を
開
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
住
宅
地
に
悪
臭
の
影
響
が
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ 

 
 

 
 

い
。
調
理
施
設
に
見
合
っ
た
脱
臭
装
置
等
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
定
期
的
な
メ
ン
テ 

 
 

 
 

ナ
ン
ス
を
継
続
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

㈣ 

店
舗
西
側
ト
イ
レ
の
ハ
ン
ド
ド
ラ
イ
ヤ
ー
の
音
が
住
宅
地
に
漏
れ
な
い
よ
う
に
し
て 

 
 

 
 

く
だ
さ
い
。 

 
 

⑶ 

来
客
用
駐
車
場
入
口
・
出
口
は
そ
れ
ぞ
れ
左
折
の
み
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

（
理
由
） 



 
 

 
 

前
店
舗
よ
り
駐
車
場
も
広
く
な
り
、
車
で
の
来
客
も
目
に
み
え
て
増
え
ま
し
た
。
右
折 

 
 

 

車
は
対
向
車
が
あ
る
と
駐
車
場
か
ら
の
出
入
り
が
で
き
な
い
た
め
、
交
通
渋
滞
の
原
因
と 

 
 

 

な
り
ま
す
。
店
舗
と
来
客
用
駐
車
場
の
間
の
市
道
は
路
線
バ
ス
も
通
り
、
渋
滞
は
公
共
交 

 
 

 
通
機
関
に
も
影
響
す
る
た
め
で
す
。
ま
た
来
客
用
駐
車
場
西
方
に
は
交
差
点
が
あ
り
、
各 

 
 

 

出
入
口
で
渋
滞
が
発
生
す
る
と
交
差
点
ま
で
及
ぶ
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

⑷ 

近
隣
住
民
へ
誠
意
あ
る
対
応
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

㈠ 

住
民
か
ら
の
要
望
を
、
平
成
二
十
七
年
二
月
十
八
日
付
け
で
越
谷
店
代
表
取
締
役
宛 

 
 

 
 

に
簡
易
書
留
に
て
郵
送
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
二
日
付
け
で
吉
川
店
店
長
に
持
参 

 
 

 
 

し
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
回
答
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
誠
意
を
も
っ
て
対
応
で
き
る 

 
 

 
 

担
当
者
を
早
急
に
決
め
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

㈡ 

変
更
届
け
無
届
け
・
住
民
説
明
会
無
し
で
、
開
店
当
初
は
前
企
業
よ
り
遅
い
午
後
九 

 
 

 
 

時
閉
店
で
し
た
。
開
店
前
の
工
事
よ
り
騒
音
等
の
問
題
が
発
生
。
現
在
も
騒
音
等
の
問 

 
 

 
 

題
が
解
決
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
再
度
住
民
説
明
会
を
開
催
し
、
今
後
は
ど
の
よ
う
に 

 
 

 
 

対
応
・
対
策
を
す
る
か
を
具
体
的
に
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
住
民
説
明
会
は
前
回 

 
 

 
 

の
よ
う
に
平
日
夜
の
店
か
ら
遠
い
場
所
で
は
な
く
、
多
く
の
住
民
の
参
加
が
見
込
ま
れ 

 
 

 
 

る
休
日
昼
間
の
店
か
ら
近
い
中
央
公
民
館
が
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
九
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
七
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
ー
パ
ー
マ
ル
サ
ン
吉
川
店 

 
 

 

埼
玉
県
吉
川
市
中
野
五
十
七
番
地
一 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
十
月
十
日
の
開
店
以
来
、
近
隣
住
民
は
騒
音
・
振
動
・
悪
臭
・
交
通
上
の 

 
 

被
害
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
第
一
種
中
高
層
住
宅
専
用
地
域
と
し
て
の
生
活
環
境
保
持
の
為
、 

 
 

以
下
の
と
お
り
改
善
、
対
策
を
早
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

 
 

⑴ 

騒
音
・
振
動
対
策
に
つ
い
て 

 
 

 
 

店
舗
、
倉
庫
、
連
絡
通
路
、
納
品
車
、
荷
さ
ば
き
場
等
で
の
騒
音
は
、
吉
川
市
環
境
保 

 
 

 

全
条
例
の
規
制
基
準
値
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。
昼
間
（
午
前
八
時
～
午
後
七
時
）
五
十
デ 

 
 

 

シ
ベ
ル
、
朝
・
夕
（
午
前
六
時
～
午
後
八
時
、
午
後
七
時
～
午
後
十
時
）
四
十
五
デ
シ
ベ 

 
 

 

ル
、
夜
間
（
午
後
十
時
～
午
前
六
時
）
。
ま
た
、
振
動
に
つ
い
て
も
昼
間
六
十
デ
シ
ベ
ル
、 

 
 

 

朝
・
夕
、
夜
間
五
十
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
と
な
る
様
、
対
策
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

㈠ 

店
舗
か
ら
の
騒
音 

 
 

 
 

(イ) 

店
舗
北
側
自
動
扉
の
開
閉
時
に
店
舗
内
の
音
が
漏
れ
て
い
ま
す
。
開
閉
の
時
間
が 

 
 

 
 

 

長
く
、
特
に
マ
イ
ク
を
使
っ
た
朝
礼
、
売
り
出
し
商
品
の
案
内
、
店
内
音
楽
や
従
業 

 
 

 
 

 

員
の
掛
け
声
等
が
騒
音
と
な
っ
て
終
日
住
宅
地
側
に
響
い
て
い
ま
す
。
北
側
自
動
扉 

 
 

 
 

 

を
二
重
扉
と
す
る
等
、
改
善
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

 
 

(ロ) 

店
舗
屋
上
に
設
置
さ
れ
た
空
調
機
室
外
機
及
び
店
舗
西
側
の
冷
凍
機
室
外
機
の
音 

 
 

 
 

 

が
高
く
、
夜
間
の
安
眠
が
妨
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昼
間
も
住
宅
の
窓
を
開
け 

 
 

 
 

 

ら
れ
な
い
状
態
で
す
。
室
外
機
を
店
舗
正
面
側
に
移
設
す
る
等
、
対
策
を
講
じ
て
く 

 
 

 
 

 

だ
さ
い
。 

 
 

 

㈡ 

倉
庫
か
ら
の
騒
音
・
振
動 

 
 

 
 

 

倉
庫
南
側
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
早
朝
五
時
よ
り
午
後
十
時
三
十
分
頃
ま
で
開
い
て
い
る
た 

 
 

 
 

め
、
倉
庫
内
で
の
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
や
作
業
音
、
話
声
が
外
へ
漏
れ
て
い
ま
す
。
防
音 

 
 

 
 

対
策
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 



 
 

 
 

(イ) 

建
物
全
体
の
防
音
対
策
を
行
い
、
倉
庫
内
の
作
業
音
が
外
へ
出
な
い
よ
う
に
し
て 

 
 

 
 

 

く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

(ロ) 

南
側
シ
ャ
ッ
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
自
動
扉
に
交
換
し
開
閉
時
間
を
短
い
も
の
に
し 

 
 

 
 

 

て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

(ハ) 
空
調
機
室
外
機
及
び
冷
凍
機
室
外
機
の
音
が
高
く
、
夜
間
の
安
眠
が
妨
げ
ら
れ
て 

 
 

 
 

 

い
ま
す
。
ま
た
、
昼
間
も
住
宅
の
窓
を
開
け
ら
れ
な
い
状
態
で
す
。
室
外
機
の
対
策 

 
 

 
 

 

を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

 
 

(ニ) 

従
業
員
通
勤
用
自
転
車
・
バ
イ
ク
置
き
場
の
移
動
を
お
願
い
し
ま
す
。
出
退
勤
時 

 
 

 
 

 

の
駐
輪
・
駐
車
、
エ
ン
ジ
ン
音
が
騒
音
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

㈢ 

連
絡
通
路
（
橋
）
か
ら
の
騒
音 

 
 

 
 

 

倉
庫
と
店
舗
間
の
連
絡
通
路
（
橋
）
を
商
品
移
動
に
使
用
す
る
台
車
の
走
行
音
と
従 

 
 

 
 

業
員
の
話
し
声
が
騒
音
の
元
凶
と
な
っ
て
い
ま
す
。
店
側
は
、
連
絡
通
路
の
使
用
は
午 

 
 

 
 

前
六
時
か
ら
と
し
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
午
前
五
時
前
か
ら
午
後
十
時
過
ぎ
迄
、
使 

 
 

 
 

用
が
見
ら
れ
ま
す
。 

 
 

 
 

(イ) 

連
絡
通
路
（
橋
）
の
使
用
は
平
日
午
前
七
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
、
土
日
祝
日
は 

 
 

 
 

 

原
則
使
用
中
止
と
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

(ロ) 

使
用
す
る
台
車
に
は
全
て
消
音
装
置
（
一
部
対
策
を
講
じ
た
も
の
で
は
不
十
分
） 

 
 

 
 

 

を
取
り
付
け
る
と
と
も
に
、
連
絡
通
路
は
音
の
出
に
く
い
材
質
に
交
換
し
て
く
だ
さ 

 
 

 
 

 

い
。 

 
 

 
 

(ハ) 

連
絡
通
路
及
び
市
道
上
で
の
、
従
業
員
の
打
合
せ
、
私
語
雑
談
、
休
憩
（
喫
煙
等
） 

 
 

 
 

 

は
行
わ
な
い
よ
う
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

㈣ 

商
品
搬
入
時
の
騒
音
・
振
動 

 
 

 
 

 

早
朝
四
時
か
ら
夜
十
時
ま
で
住
宅
地
を
ト
ラ
ッ
ク
が
走
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
路 

 
 

 
 

沿
い
の
家
屋
は
揺
れ
と
エ
ン
ジ
ン
音
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
達
の
通 

 
 

 
 

学
路
に
も
な
っ
て
い
ま
す
が
、
道
幅
が
狭
く
常
に
歩
行
者
が
危
険
を
感
じ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

搬
入
の
場
所
、
時
間
等
の
改
善
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

 
 

(イ) 

四
ト
ン
以
上
の
大
型
車
は
全
て
、
店
舗
正
面
側
か
ら
商
品
搬
入
を
行
う
よ
う
お
願 

 
 

 
 

 

い
し
ま
す
。
倉
庫
北
側
か
ら
の
納
品
は
二
ト
ン
以
下
の
車
と
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

(ロ) 

早
朝
・
深
夜
の
商
品
搬
入
は
、
倉
庫
入
口
・
店
舗
正
面
側
と
も
や
め
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 

商
品
の
搬
入
は
、
朝
七
時
以
降
か
ら
、
夜
は
八
時
ま
で
と
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑵ 

悪
臭
の
防
止
に
つ
い
て 

 
 

 
 

弁
当
・
総
菜
の
製
造
に
使
う
揚
げ
油
の
不
快
臭
が
強
烈
で
、
体
調
不
良
を
起
こ
し
て
い 

 
 

 

ま
す
。
洗
濯
物
を
干
し
た
り
窓
を
開
け
る
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
。
一
時
、
改
善
が
見
ら
れ 

 
 

 

ま
し
た
が
、
再
び
悪
臭
が
住
宅
側
に
漂
っ
て
い
ま
す
。 



 
 

 

㈠ 

フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
台
数
と
使
用
頻
度
に
見
合
っ
た
脱
臭
装
置
の
導
入
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

 
 

ま
た
、
定
期
的
に
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
実
施
し
、
性
能
の
維
持
を
図
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

㈡ 

厨
房
か
ら
の
排
気
ダ
ク
ト
は
、
住
宅
側
か
ら
店
舗
側
に
移
設
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑶ 
そ
の
他
環
境
対
策 

 
 

 
 

連
絡
通
路
付
近
に
騒
音
・
振
動
計
（
デ
ジ
タ
ル
）
の
設
置
を
お
願
い
し
ま
す
。
二
十
四 

 
 

 

時
間
表
示
に
よ
り
規
制
基
準
値
厳
守
の
注
意
喚
起
に
繋
が
る
と
と
も
に
、
店
舗
運
営
に
対 

 
 

 

す
る
信
頼
感
と
安
心
感
が
高
ま
り
ま
す
。 

 
 

⑷ 

住
民
か
ら
の
苦
情
及
び
改
善
要
求
へ
の
対
応
に
つ
い
て 

 
 

 
 

こ
れ
ま
で
、
住
民
側
と
の
話
合
い
は
吉
川
市
（
環
境
課
・
道
路
公
園
課
）
立
会
い
の
下
、 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
六
月
四
日
と
二
十
八
年
五
月
二
十
六
日
の
二
回
持
た
れ
ま
し
た
が
、
被
害 

 
 

 

実
態
の
認
識
に
ズ
レ
が
あ
り
、
改
善
の
求
め
に
対
し
抜
本
的
・
具
体
的
改
善
策
が
提
示
さ 

 
 

 

れ
て
い
ま
せ
ん
。
店
舗
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
保
持
を
図
り
企
業 

 
 

 

と
し
て
の
社
会
的
責
任
を
果
た
す
よ
う
求
め
ま
す
。 

 
 

 

㈠ 

苦
情
及
び
改
善
要
求
に
つ
い
て
は
、
責
任
あ
る
担
当
窓
口
（
社
長
直
轄
）
を
設
け
、 

 
 

 
 

真
摯
な
対
応
を
行
う
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

 

㈡ 

解
決
に
あ
た
っ
て
は
事
実
を
正
し
く
把
握
し
、
迅
速
に
具
体
的
改
善
策
を
示
し
、
合 

 
 

 
 

意
の
上
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

 

㈢ 

対
応
困
難
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
等
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、 

 
 

 
 

代
案
が
あ
れ
ば
お
示
し
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑸ 

倉
庫
と
連
絡
通
路
を
使
用
し
な
い
店
舗
運
営
の
検
討 

 
 

 
 

今
回
の
出
店
は
、
既
存
の
建
物
を
利
用
し
た
形
で
の
第
一
種
中
高
層
住
宅
専
用
地
域
へ 

 
 

 

の
出
店
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
事
前
協
議
・
新
設
等
の
届 

 
 

 

け
出
、
住
民
説
明
会
等
の
手
続
き
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
既
存
不
適
格
の
店
舗
と
し
て
の
開 

 
 

 

店
と
な
り
ま
し
た
。
近
隣
住
民
は
何
の
説
明
も
受
け
な
い
ま
ま
、
以
前
の
ホ
ー
ム
セ
ン
タ 

 
 

 

ー
か
ら
食
品
ス
ー
パ
ー
に
変
わ
っ
た
こ
と
で
、
商
品
量
・
客
数
・
納
品
車
・
来
店
客
の
車 

 
 

 

が
爆
発
的
に
増
え
、
静
か
な
住
環
境
が
一
変
し
た
突
然
の
変
化
に
戸
惑
っ
て
い
ま
す
。
開 

 
 

 

店
以
来
、
一
部
改
善
は
見
ら
れ
た
も
の
の
騒
音
・
振
動
・
悪
臭
・
交
通
上
の
被
害
は
未
だ 

 
 

 

に
続
い
て
い
ま
す
。
現
状
は
、
多
大
な
迷
惑
と
負
担
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
法
が
予
定
す 

 
 

 

る
生
活
環
境
の
保
持
が
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
最
大
の
課
題
で
あ
る 

 
 

 

騒
音
対
策
に
つ
い
て
は
、
倉
庫
と
連
絡
通
路
を
使
用
し
な
い
店
舗
運
営
を
検
討
・
計
画
化 

 
 

 

し
、
そ
の
実
現
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
間
、
上
記
の
対 

 
 

 

策
・
改
善
を
図
る
こ
と
が
、
営
業
時
間
延
長
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
九
月
十
六
日
ま
で 



三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
八
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

小
川
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
神
明
町
四
番
地
四
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 
 

⑴ 

近
隣
の
店
舗
と
連
携
を
図
り
、
付
近
一
帯
の
渋
滞
対
策
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 
 

⑵ 

開
店
時
以
降
も
渋
滞
の
発
生
状
況
に
応
じ
て
警
備
員
の
配
置
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 
 

⑶ 

児
童
生
徒
の
安
全
確
保
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
に
注
意
す
る
こ
と
。 

 
 

 

㈠ 

店
舗
周
辺
道
路
は
、
川
越
市
立
川
越
小
学
校
及
び
川
越
市
立
初
雁
中
学
校
の
学
区
に

あ
た
り
、
児
童
生
徒
の
通
学
や
生
活
に
利
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
駐
車
場
へ
の
入
退
出

車
両
に
対
し
て
注
意
喚
起
の
施
策
を
講
じ
る
な
ど
、
児
童
生
徒
の
交
通
事
故
防
止
に
十

分
に
留
意
す
る
こ
と
。 

 
 

 

㈡ 

工
事
開
始
後
、
計
画
地
周
辺
に
工
事
車
両
が
出
入
り
す
る
際
、
児
童
生
徒
が
交
通
事

故
の
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
十
分
な
安
全
対
策
を
す
る
こ
と
。
特
に
、
七
時
三
十
分
～

八
時
三
十
分
は
、
児
童
生
徒
の
登
校
時
間
に
、
十
四
時
以
降
は
下
校
及
び
下
校
後
活
動

す
る
時
間
帯
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
万
全
な
安
全
対
策
を
す
る
こ
と
。 

 
 

 

㈢ 

店
舗
新
設
後
、
児
童
生
徒
が
荷
捌
き
の
搬
入
車
両
及
び
店
舗
利
用
者
の
車
両
に
よ
る

交
通
事
故
の
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
、
安
全
対
策
に
配
意
す
る
こ
と
。
特
に
、
一
般
客

が
多
く
来
店
す
る
時
間
帯
と
児
童
生
徒
の
下
校
時
間
は
重
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
た

め
、
こ
の
時
間
帯
に
お
い
て
は
、
児
童
生
徒
の
交
通
安
全
及
び
店
舗
付
近
の
安
全
確
保

に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
小
学
校
の
放
課
後
の
自
転
車
事
故
が
多
数
発
生
し

て
い
る
状
況
が
あ
る
の
で
、
交
通
整
理
員
を
た
て
る
な
ど
、
十
五
時
以
降
の
店
舗
出
入

口
付
近
で
の
交
通
事
故
防
止
に
も
十
分
配
意
す
る
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
九
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

新 

井 

伸 

二 
 

 
 



 

  

百
四
十
号 

  

路 
 

線 
 

名 

秩
父
郡
長

町
大
字
本
野
上
字
町
六
三
二

番
一
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
長

字
橋
場
三
一
四
番
二

地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分

に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
十
六
日 

 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
二
年
十
二

月
二
十
一
日
付
け
埼

玉
県
秩
父
県
土
整
備

事
務
所
長
告
示
第
二

十
号
で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の
一
部

供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
八
八
〇
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル 

 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
十
二
号 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発

行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
八
月
十
六
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
八
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
七
〇
〇
六
七
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
四
日 

 
 

川
建
セ
第
二
八
〇
〇
二
三
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
玉
川
字
土
橋
九
二
四
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
秩
父
市
大
野
原
二
七
七
三
番
地 

 
 

フ
ネ
ン
ア
ク
ロ
ス 

株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

深
堀 

光
二 
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